
（参考資料10）  

障害児施設の入所  における措置と  釧こついて  

○ 障害児施設への入所は、「障害児施設給付費等の支給について」（平成19年3月22日障発第0322   
005号厚生労働省社会噸護局障害保健福祉部長通知）において、保護者による虐待や養育拒否の場合等  
峠措置、それ以外の場合には契約によることとされている。  

（措置の場合）■ 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合  

■ 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合  

■ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困難な  

場合  
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本通知を踏まえ、現在、障害児施設に入所している児童も含めて適切な判断を  
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障害児施設の入所に係る契約及び措置の判断につ■いては、「障害児施設給付費  

等の支給について」（平成I9年3月22日障発第0322005号厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部長通知）により示してきたところであるが、その判断については、  
各都道府県、指定都市及び児童相鉄所設置市により差が生じているとの指摘があ  

ることから、全国的に適切な判断が行われるよう別紙のとおりその運用の考え方  

を示すので、現在障害児施設に入所している児童も含めて、適切な運用に努めら  

れたい。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に規  

定する技術的な助言に当たるものである。  
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（別紙）  

障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について   

1．趣旨  

障害児施設への入所に関しては、平成17年の児童福祉法（昭和 22年法律  

第164号）の改正により、保護者と事業者と■の契約による「契約制度」が導  

入されたところである。   

これにより、障害児施設への入所に閲し、契約により行うか、措置により  

行うかに関する判断については、各都道府県、指定都市及び児童相談所設置  

市（以下「都道府県等」という。）が、個別に行うこととなった。   

このため、障害児施設に係る契約及び措置に関する判断について適切に行  

うことができるよう、「障害児施設給付費等の支給決定について」（平成19  

年3月 22 日付障発第0322005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通  

知）において、契約及び措置に関する判断基準を地方公共団体に対して示し  

たところである。   

しかし、障害児施設の入所に係る契約及び措置に関する判断については、  

都道府県等により、ばらつきが生じているとの指摘があり、「社会保障審譲金  

庫害者部会報告（平成20年12月16日）」等においても、「その判断について  

都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む）によって差が生じている状  

況があり、このため、措置か契約かの判断をより適切に行うとの観点から、  

判断基準を明確化する作業を進め、ガイドラインを作成することとすべきで  

ある」等の指摘がされたところである。   

本通知は、例えば、虐待のおそれのある場合も虐待等として柔軟に対応す  

るなど、各自治体において、障害児に対する虐待等についてより適切に対応  

できるようにすることなどを目的として、契約及び措置に関する判断につき、  

不適切に運用されていると思われる事例などを踏まえつつ、その判断のあり  

方について再度整理するとともに、都道府県等において適切に行われるよう、  

必要な技術的助言を行うものである。  

＜参照＞   

「障害児施設給付費等の支給決定について」（抄）  

（平成19年3月 22日付障発第0322005号  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）  

第三 障害児に係る支給決定の方法   

1障害児に係る支給決定に係る留意事項  

（前略）   



なお、次のいずれかに該当する場合であって、児童福祉法第27粂第1項第  

3号に係る措置が適当であると児童相談所が判断した場合にあっては、「措置  

制度」に基づく施設利用となり、この通知の適用外の扱いとなる。  

① 保護者が不在であることが認められ、利用契約の締結が困難な場合  

② 保護者が精神疾患等の理由により、制限行為能力者又はこれに準ずる状   

態にある場合  

③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締   

結が困難と認められる場合   

（なお、「等」の解釈として、  

・親が養育を拒否（親に対する指導を児童相談所が行っても、改善されない   

場合を想定）している場合  

・親が障害を受容できず、健常児と同じ育児に固執し、児童に悪影響を与え   

る場合  

・家庭環境の間潜によって、児童を家庭から引き離さなければ、児童の成長   

に重大な影響を与えると判断された場合   

等が想定されるが、個々の事例に関しては、十分に家庭環境や障害児の発   

育を考慮し決定すべきである。）  

2 障害児施設の入所に係る契約・及び措置の具体的な運用について   

障害児施設の入所に係る契約及び措置に関する判断については、下記を参  

考の上、個々の児童の状況を勘案して行うこと。  

（1）「保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締   

結が困難と認められる場合」について判断する際には、以下の点に留意す  

ること。   

① 児童虐待の早期発見・早期対応の観点から、明らかに虐待が確認され  

る場合のほか、虐待が疑われる場合や、放置すると虐待につながるおそ  

れがある場合など「虐待のおそれがある場合」も虐待等に含めて、柔軟  

に対応すること。   

② 虐待等が見受けられる場合において、保護者に利用契約の意思があり、  

契約することが可能であっても、子どもの健全な育ちを確保するため、  

捨置とすること。   

③ 虐待等により児童を措置した場合において、当該児童のきょうだいに  

つき、当該児童が措置により入所していることのみを理由に措置とする  

のではなく、個々の児童ごとに、虐待等の状況などを把握した上で、措  

置にするかどうかの判断を行うこと。  

（2）保護者が利用料を滞納または未納している場合には、以下の点に留意す  

ること。   




